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１、自己紹介

① 六甲法律事務所パラリーガル

マンション管理組合の滞納金回収業務、相続財産清算人業務

遺言執行業務・破産管財業務・強制執行などの 弁護士業務補助

② マンション管理士 （平成１４年登録）

こうべマンション管理支援機構（代表）として、管理組合支援

【ポートアイランド住宅との関わり】

・髙柳氏は、こうべマンション管理支援機構の理事

・３年程前に髙柳氏から遺言を残したいと仰っているＡさんのことで

相談があり、当法律事務所の弁護士を紹介。

Ａさんの遺言執行業務補助を担当

・管理計画認定申請に関する事前認定を担当



Ａさんの遺言



高齢者の現状

国交省の平成３０年度マンション総合調査 （国交省ホームページより）
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独居高齢者の現状 （ポートアイランド住宅の場合)



•高齢者比率（2022年2月調査）

65歳以上 男380 女436 計816人

比率 40.5% （日本 29.1％ ）

•一人住まい65歳以上

男53 女106 計159人

• 65歳以上（８１６人）で

一人住まい（１５９人）は、 約２０％

そのうち女性が77％を占める。

ポートアイランド住宅の場合



滞納 と 相続について

１、法定の相続人がある場合

⇒⇒ 相続人に請求する。
（先順位の法定相続人が相続放棄して、次順位の法定相続人が相続人となった場合も同じ）

複数の相続人が会って、相続人間で遺産分割の協議が長期間にわたり

成立しない状態などで、管理費等も支払われない場合には、

相続人の全員を相手に相続分に応じて、支払い請求手続きを行う。

但し、相続後の滞納管理費 は、不可分債権 として

相続人の全員に 対して 全額 を 請求できる。

ところが、 相続放棄が 激増！



•相続放棄の件数 （司法統計）

２０２２年 全国で ２６０４９７件

（ ２０１５年１９万件、２０１７年２２万件 ）

・国庫帰属の財産 （２０２３年１２月２４日 NHK ニュース ）

２０２２年 総額 ７６８億９４４４万円

・無縁遺骨 （神戸新聞 ２０２４年５月９日）

神戸で過去最高 ２０２３年 ６３４人
（１０年前の１．６倍、生活保護を受けてない人では約３倍に増加 ）



神戸新聞 ２０２４年４月１０日



独居高齢者の現状



区分所有者死亡の場合の対応

① 戸籍簿による死亡の確認と相続人の調査
死亡は、戸籍で確認すべき。相続人も戸籍でしか確認できない。

（戸籍調査の方法）

ア) 親族に協力を求める方法

費用も手間もかからないが、協力が得られないことが多い。

イ) 管理組合の理事長（管理者）自らが調査する方法

利害関係の証明が必要で、役所の窓口でのハードルが高い。

ウ) 弁護士・司法書士に依頼する方法

費用は掛かるが管理組合に採っては、簡易で確実

② 相続人が判明したら相続人に請求する。
但し、 相続前の管理費等 ⇒ 相続分に分割して相続人に請求

相続後の管理費等 ⇒ 各相続人に全額を請求（不可分債権）



②相続放棄等の有無の確認

・放棄した相続人から文書（相続放棄の受理通知等）を貰う。

相続人が「相続放棄した」と言っても、言い逃れの場合も多

いので、文書で確認すべき。

・法定相続人が資料を提出しない場合（協力してくれない場合）

は、利害関係を証明して相続開始地の家庭裁判所に照会する。

「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」 無料

「相続放棄申述受理証明」・・・手数料 １名１通１５０円

※ 手続きは、家庭裁判所のホームページで案内されている。



相続放棄の申述受理通知書の例



③ 物件の調査

ア）登記関係の調査

登記簿謄本の取得（甲区、乙区の権利関係）

死亡した者の名義なのかを確認。

担保権の設定の有無。設定の時期と債権額、債権者名

イ）物件の評価額の調査

・実際に売買されている価額の調査

・広告などで売り出されている物件（改装済み）の調査

※ 上記の金額の５割程度が目安。



２、 法定相続人が相続放棄した場合の対応

① 相続の放棄したことを証明書等により確認。

② 担保権の設定状況を確認する。

・担保権設定登記有りの場合には、

設定日・債権額により、被担保債権額を推定する。

（住宅ローンなどで、完済後も抹消されていない場合や

死亡による団体信用生命保険で債務が消滅しているこ

ともある）

・金融機関等の担保権利者への被担保債権の照会

個人情報保護を理由に回答はしてもらえない

ケースが多い。



③ 担保権の設定がある場合で、被担保債権の推定額と

不動産の評価とを比較し、 剰余が見込めない場合

（但し、この場合の評価額は、不動産競売事件のでの評価であり、市場

価額の半額程度を目安に。）

⇒⇒ 抵当権者が不動産競売申立をしてくれるのを待ち、

新所有者となってから新所有者に請求する

④ 担保権が設定されてない場合や担保権の設定があっ

ても被担保債権の推定額と不動産の評価とを比較して、

十分な剰余が見込めるような場合。

※ 通常は、このようなケースで相続人が相続放棄するようなことには少ない）

• ⇒⇒ 相続財産清算人選任申立を行う



区分所有者が死亡した場合の管理費等の請求手続きの流れ

相続の承認
（相続放棄していない）

相続人が判明

区分所有者の死亡

相
続
人
に
対
し
て
請
求

相続人　不明

相続人の調査

相続人が相続放棄

相続人が不明

物件の新所有者に対する管理費の請求⇒滞納金等の回収管理組合による申立

家庭裁判所による　相続財産清算人の選任

債権者・抵当権等がある場合

申立の意思なし
又は、不明

相続財産清算人による　物件の売却⇒債権者からの申立他に債権者がいない



不動産競売手続きの流れ

（申立から売却まで ６ヶ月程度必要 ）



相続財産清算人による清算手続き （裁判所作成）





事例１（相続財産清算人事件）

• １９８３年築 １棟１８戸 担保権有り

• ２００５年５月死亡
•甥と姪が相続放棄

• ２０１９年相続財産清算人（管理人）選任申立

（死亡から申立までに１４年も過ぎているが、理由は不明）

•予納金５０万円

• ２０２１年２月に清算人により売却

（抵当権との調整に難航）

• 滞納金４２２万円あったが、一部 消滅時効 により

清算人から管理組合への支払い額は、１１６万円（５年分）



• １９７３年築 １棟３０戸 担保権なし

• ２０１７年１２月３１日（推定）死亡

甥・姪が相続放棄

・２０１８年１０月 相続財産管理人選任申立

• 申立時 滞納金なし・自動車の放置

• 予納金１００万円

• ２０２０年４月 清算人により売却

滞納金も予納金も 全額回収

但し、弁護士費用の支払いは認められず

事例２（相続財産清算人申立事件）



「死亡」についての戸籍の記載 例



• １９７３年築 ４棟３５１戸 担保権なし

２０１２年１２月死亡 兄弟甥姪が相続放棄

• ２０１５年１０月 相続財産清算人選任申立

申立時滞納金７４万円（３年分）予納金１００万円

• ２０１７年７月 清算人により売却

滞納金９３万円（約４年分）と予納金を回収

※ 相談時は、滞納額が手続き費用に比べて少額

であり、費用が過分として、清算人選任申立は、

（滞納金が増えてから）その一年後となった事案。

事例３（相続財産清算人申立事件）



事例4  （相続財産清算人申立事件）

• １９６７年築 ３棟１０５戸 担保権なし
２０２１年８月 死亡 相続人なし

• ２０２２年５月 相続財産管理人選任申立
申立時 滞納金 １３万円（６ヶ月分）
予納金７０万円 その他１５万円

• ２０２３年７月 清算人により売却
滞納金５９万円、弁護士費用も予納金も 回収

※ 弁護士費用については、清算人に対して管理規約の規定と東京地

裁令和３年１１月１６日の判決を示し、支払いの了解戴いた事例。

（マンション管理センター通信 ２０２３年３月号２０頁参照）



事例５ （相続人 調査中 ）

• １９６６年築 ２棟５０戸 担保権なし
２０２２年５月 死亡

• ２０２２年１０月 受任 滞納１年分 自動車放置
相続人調査開始
前妻・後妻の子供 ４名 相続放棄
母親の所在不明で調査（約１年）
母親に対して訴訟提起するも認知判明
成年後見人の資産調査のうえ、相続放棄

・２０２４年５月
異母兄弟の存在が判明し、相続放棄の照会中

※ 相続調査に要した戸籍簿等は、３２通





事例６ （相続人 調査中 ）

• １９７１年築 １３棟４５０戸 担保権なし
２０１７年９月 死亡 （９６歳）

• ２０２４年１月 受任 滞納４８ヶ月分
相続人調査開始
７人の兄弟姉妹 甥姪５名 相続放棄予定

妹（９６歳）が健在

その息子から相続放棄の予定無しとの連絡

※ 妹本人は、意思表示困難で息子が相続したあと売却を予定か？

【問題】 消滅時効 、訴訟を提起しても意思能力に問題か？

※ 相続調査に要した戸籍簿等は、２２通



相続事案の管理組合の負担

・相続の調査費用
相続人が少ない場合でも、転籍等が繰り返されている

と、必要な戸籍簿等の通数が多くなり、時間もかかる。

・訴訟や競売申立の費用
相手方が認知等により訴訟能力が無い場合は、「特別代理人」の

選任申立や 競売申立前に債権者代位の登記が必要な場合もある。

・相続財産清算人選任申立費用
申立時に予納金が５０万円～１００万円必要（但し、相続財産が

充足すれば、返還を受けることができる。）

・弁護士費用

・理事長さんの個人名
戸籍届け出、代位登記、その他 いろいろな場面で理事長の

お名前が必要（法人化していない管理組合の場合）



債権者代位により管理組合が相続登記をした事例



「死亡」の戸籍の記載 例



ポートアイランド住宅の事例の意味

（植田の私見）

・ 身寄りの無い高齢者の方が、自分の財産の処分方法を自分の
意思（遺志）で明確にしておかれることは、管理組合にとって
は、事後処理に手間や費用を掛ける必要が無くありがたいこと。
（「寄付」までは無くても・・・）

・ 各種のコミュニティ活動により、居住者間のコミュニティが
円滑に機能していることが、管理組合運営（特に「合意形成」）
において、如何に重要なのかを示す実例。

・ マンションの管理は、原則的に「物」の管理であるが、その
物を管理するのは「複数の人」であり、その複数の人の合意
形成が無ければ円滑な管理は実行されないのであるから、潤
滑油たるコ ミュニティの形成はマンション管理には不可欠。

・ 国は、このコ ミュニティの重要性をもっともっと理解し、
管理不全の荒廃マンション防止の具体的な施策を考えて欲しい
と願っています。



ポートアイランド住宅でのコミュニティの成果の例

１ 高圧一括受電への切り替え

・実質的に全員合意が必要

・剰余金を「修繕積立金」に組み入れ

２ 専有部分も含む 給排水管更新工事

・工事期間中の居住者の立ち会い等が必要

３ 耐震改修工事の実施

改修工事の費用総額 １６億円

９４１戸のうち 反対者わずか１０名

４ 修繕積み立て金の滞納率 ０．２ ％

但し、直前の会計年度での修繕積立金の３ヶ月以上の滞納割合

（管理計画認定申請の際の記入項目）

５ その他

居住者名簿のアンケート等の回答率９６％

地域防災計画の策定 など



END
お疲れ様でした。


